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給与支払報告書等の提出について（お願い） 

 
給与支払者の皆さまへ 

竹田市税務課 

 

平素より当市税務行政にご理解とご協力をいただき御礼申し上げます。給与支払報告書は、

住民税の算定に関わる重要な資料です。御多忙とは存じますが、期限内に提出していただきま

すようお願いいたします。 
 
 

１．提出先 

個人住民税は、当該年度の１月１日に住所を有する市町村で課税されることとなっており、給与

支払報告書は、個人住民税を課税する市町村へ提出する必要があります。 

令和８年１月１日の住所とは、住民票の住所ではなく、実際に居住している住所です。住民票は

他市町村にあっても、実際は竹田市に居住している方の給与支払報告書は、竹田市に提出するよ

うお願いいたします。※令和８年１月１日に他市町村に居住している方は、当該市町村へ提出ください。 
 
 

２．提出対象者 

令和７年中に給与の支払をした場合は、少額支払い・退職に関わらず全ての方の分について 

給与支払報告書を提出ください。 

※公正・適正な課税の観点から、退職者のうち支払額が３０万円以下である場合についても提出へのご協力を

お願いいたします。 

 
 

３．提出期限   令和８年１月３０日（金）※左記期限内の提出にご協力をお願いします。 

 
 

４．その他（特別徴収の徹底） 
普通徴収理由内訳書の要件に該当しない場合は特別徴収として取り扱います。 

 

 

 

  

 

◎提出先 

   ○竹田市役所 税務課 課税係 

   ○荻・久住・直入 各支所市民係 

 

◎問い合わせ先 

〒878-8555  大分県竹田市大字会々1650 番地 

電話     0974-63-1111（内線１２４・１２５・１２６） 

ＦＡＸ    0974-63-1132 
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５．給与支払報告書（個人別明細書）の記載の注意点 

作成時は以下の点にご注意ください。間違いや記載漏れが多い箇所となっています。 

個人明細書は従業員の方１名につき１枚提出をお願いします。 
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（摘要）には、前職分の加算額や支払者、扶養親族の氏名、続柄等(5人以上いる場合)を記入してく ださい。

氏名又は名称 竹田市株式会社（総務課給与係）
（電話）

０９７４－６３－１１１１

住所（居所）

又は所在地
竹田市大字会々１６５０番地

1 1 1 1支

　

払

　

者

個人番号又は

法人番号
(支払者の法人番号13桁、個人事業主の場合は個人番号12桁を記載してく ださい。)1 1 11 1 1 1 1 1

（
市

区

町

村

提

出

用

）

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

　

欄

本人が障害者

特

別

そ

の

他
年 月 日

寡

婦

ひ

と

り

親

勤

労

学

生

中途就・退職 受給者生年月日

就職 退職 年 月

1 昭和

日 元号

41 10 1○ 7 4

4

（フリガナ） タケタ　シロウ 区

分 4

（フリガナ）

個人番号 個人番号９ ９ ９ ９

氏名 竹田　四郎 氏名
(2)999999999999

氏名 竹田　三郎 氏名 竹田  秋代
５人目以降の１６歳未満の扶養

親族の個人番号

竹田 冬美

タケタ  フユミ 区

分

3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

7

2

（フリガナ） タケタ　ジロウ 区

分 01
2

（フリガナ） タケタ  ナツコ

3

（フリガナ） タケタ　サブロウ 区

分 3

９ ９ ９ ９個人番号 個人番号

９ ９ ９ ９

（フリガナ） 区

分

氏名 竹田　二郎 氏名 竹田  夏子

９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９

９ ９９ ９ ９ ９

控

除

対

象

扶

養

親

族

等

1

（フリガナ） タケタ　イ チロウ 区

分

個人番号 基礎控除の額
円 所得金額

調整控除額

個人番号 個人番号

(1)999999999999

個人番号

氏名 竹田　一郎 氏名 竹田  春香

５人目以降の控除対象扶養親

族等の個人番号

タケタ  アキヨ

10
１

６

歳

未

満

の

扶

養

親

族

1

(源泉・特別)

控除対象

配偶者

（フリガナ） タケタ　ハナコ 区

分 配偶者の

合計所得

円 国民年金保険

料等の金額

円

９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９ ９

氏名 竹田　花子

310,000
16,000

旧長期損害

保険料の金額

円

34,750
円

630,000 524,200

22,500,000住(特)
住宅借入金等

年末残高（１回目）

円

住宅借入金

等特別控除

の額の内訳

住宅借入金等

特別控除適用数 1
居住開始年月

日（１回目）

年 月 日 住宅借入金等

特別控除区分（１回目）

住宅借入金等

特別控除可能額

円 居住開始年月

日（２回目）

年 月 日

平成27 3 15

225,000

生命保険料

の金額の

内訳

新生命保険料

の金額

円
旧生命保険料

の金額

円
介護医療保

険料の金額

(摘要)

(1)竹田 五郎    (2)竹田 六郎 (年少)

前職退職日 令和7年3月31日  支払者  竹田市大字会々2742番地１　竹田商事株式会社　支払額1440800円　源泉8730円　社保1221600円

240,000 100,000 110,000

円
新個人年金

保険料の金額

円
旧個人年金

保険料の金額

円

1○ 380,000

住宅借入金等特別控除の額

円 内 円 円 円 円

地震保険料の控除額

1 1 1 2 1 5

特　　別 その他

人 内 人

(源泉)控除対象配偶者 配 偶 者 （ 特 別 ）

控　　除　　の　　額

控除対象扶養親族等の数

(配偶者を除く 。)

１６歳未満

扶養親族

の数

障害者の数

（本人を除く 。）

非居住者

である

親族の数の有無等 老人

人 人有 従有 円

特定親族特別控除の額 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額

4,254,200 0

円円 円 内

給料・賞与
内 円

種　　　　　別 支　払　金　額
給与所得控除後の金額

（調整控除後）

8,847,500 6,862,750

所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

（役職名） 主任

氏

 

名

                     タケタ   タロウ

竹田  太郎

竹田市大字会々１６５０番地

（個人番号） 4 5 36 7 8 9 1 21 2 3

給
与
支
払
報
告
書

（
個
人
別
明
細
書

）

※ ※種　　　　　　　別 ※整　理　番　号 ※

支　払

を受け

る　者

住

所

又

は

居

所

※区分 （受給者番号） 1000

特  定 老    人 そ  の  他 特  親

人 従人 内 人 従人 人 従人 人 従人

120,000 50,000 163,300

120,000

9 1 2 3

9 1 2 3

住宅借入金等

特別控除区分（２回目）

住宅借入金等

年末残高（２回目）

円

（フリガナ） タケタ　ハルカ 区

分

個人番号

7

①  ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

② 

⑦ 

⑫ 

⑧ 

⑨ 

② 

⑩ 

⑪ 

８ 

580,000 
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① 住所・氏名欄 

令和８年１月１日に受給者の方が実際に居住している住所（退職者は退職時の住所）を、番地・アパート名・部

屋番号まで記載してください。氏名には必ずフリガナをふってください。 

 

② 個人番号記載欄 

受給者・(源泉・特別)控除対象配偶者・控除対象扶養親族等・１６歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載し

てください。１６歳未満の扶養親族のマイナンバーは、源泉徴収票には記載しませんが、給与支払報告書には

記載する必要があります。漏れのないよう、必ず全員分のマイナンバーを記入してください。 

 

③ 摘要欄 

（１） 控除対象扶養親族等・１６歳未満扶養親族が５人以上いる場合は、５人目以降の氏名を記載してください。 

氏名の前には括弧書きで数字を付け、⑩欄に記載するマイナンバーが誰のものかわかるようにしてください。

１６歳未満扶養親族・非居住者の場合は氏名の後にそれぞれ「（年少）」 「（非居住者）」と付記をお願いします。 

 

（２） (特別・同居特別)障害者に該当する同一生計配偶者(控除対象配偶者は除く。)がいる場合は、同一生計配偶

者の氏名を記載し、氏名の後には「（同配）」と記載してください。 

 

（３） 所得金額調整控除の適用がある場合は下記要件に応じて、記載方法のとおり記載してください。 

 

（４）前職分を合算して年末調整をしている場合は、前職退職日、前職分の支払者の住所・名称・支払額・源泉徴税

額・社会保険料の金額を記載してください。 

 

（５）普通徴収の方の場合は、普通徴収理由内訳書の A～E いずれかの略号を記載してください。理由の記載が無

い場合、または理由が適当でない場合は特別徴収として取り扱いいたします。 

 

④ 生命保険料の金額の内訳 

生命保険料控除に該当する方は、支払額を記載してください。記載漏れが多く見受けられます。記載されてい

ないと控除金額の計算ができませんので必ず記載してください。 

 

⑤ (源泉・特別)控除対象配偶者記載欄 

この欄には(源泉・特別)控除対象配偶者の氏名等を記載し、(特別・同居特別)障害者に該当する同一生計配

偶者の氏名等は③摘要欄に記載してください。 

 

要   件 記載方法 

本人が特別障害者 記載不要（「本人が障害者」欄の「特別」欄に○をしてください） 

同一生計配偶者が特別障害者 

同一生計配偶者の氏名（同配）    例）竹田花子（同配） 

（同一生計配偶者の氏名が⑤欄に記載されている場合は記載を省

略できます） 

扶養親族が特別障害者 扶養親族の氏名（調整）         例）竹田三郎（調整） 

（扶養親族の氏名が「控除対象扶養親族等」欄または「１６歳未満の

扶養親族」欄に記載されている場合は記載を省略できます） 
扶養親族が年齢２３歳未満 
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⑥ 配偶者の合計所得 

(源泉・特別)控除対象配偶者がいる場合は、対象配偶者の合計所得を忘れずに記載してください。 

 

⑦ 区分欄（改正点あり） 

 非居住者（日本国内に住所を有しない者）の場合、配偶者は区分の欄に「○」、控除対象扶養親族は区分の欄に

「０１～０４」を記載してください。特定親族特別控除の適用を受けた者が居住者の場合は「１０～９０」、特定親族

特別控除適用を受けた者が非居住者の場合は「１１～９１」を記載してください。 

 

⑧ 基礎控除の額（改正点あり） 

   下記基礎控除額を参照し記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 所得金額調整控除額 

   給与等の収入金額が８５０万円を超える受給者で、下記要件いずれかに該当する場合は、受給者本人の給与

所得の金額から控除されます（下記計算式より控除額を算出し記載してください）。 

   【要 件】 

○受給者が特別障害者に該当する場合 

○年齢２３歳未満の扶養親族を有する場合 

○特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 

   【計算式】 

所得金額調整控除額＝（給与等の収入額（１，０００万円を超える場合は１，０００万円）－８５０万円）×１０％ 

   ※１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げ 

 

⑩ ５人目以降の扶養親族の個人番号 

控除対象扶養親族等・１６歳未満扶養親族が５人以上いる場合に、５人目以降のマイナンバーをそれぞれ記載

してください。マイナンバーの前には括弧書きで数字を付け、③摘要欄に記載する氏名と対応させてください。 

 

⑪ 受給者生年月日 

記載漏れや生年月日の間違いが多く見受けられます。元号や年月日に誤りのないよう注意してください。 

 

⑫ 給与支払者の個人番号又は法人番号 

給与支払者が個人事業主の方の場合は、事業主の方のマイナンバーを右詰で記載してください。 

  

合計所得金額 基礎控除の額 

１３２万円以下 ９５万円 

１３２万円超   ３３６万円以下 ８８万円 

３３６万円超   ４８９万円以下 ６８万円 

４８９万円超   ６５５万円以下 ６３万円 

６５５万円超  ２３５０万円以下 ５８万円 

２３５０万円超  ２４００万円以下 ４８万円 

２４００万円超  ２４５０万円以下 ３２万円 

２４５０万円超  ２５００万円以下 １６万円 
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A：受給者数が２人以下の事業所(事業所全体)・・・ 

竹田市外の従業員の方を含む全従業員数が２名以下

の場合、普通徴収を選択できます。 

D：給与の支払日が不定期（給与の支払が毎月でな

い）・・・給与の支払が不定期で、毎月特別徴収を行うこ

とが不可能な場合をいいます。 

E：退職者、退職予定者（５月末日まで）及び休職者・・・

令和７年中の退職者や令和８年５月末までに退職予定

及び休職中の方が該当します。 

６．総括表の書き方について 

 

 

７．普通徴収理由内訳書について 

電話番号 0974-63-1111

給与　係

中途就職者の年末調整 の際 に、

前職分給与を含めてい ます か？

は い い いえ 中途 就職 なし

担当者名 竹田　花子

会 計 事 務 所 等 の

名 称 、 電 話 番 号

事務所名 前職分を摘要欄に記載していますか？

はい　　いいえ電話番号

所 在 地

（ 住 所 ）
竹田市大字会々１６５０番地

普 通 徴 収 理 由

内 訳 書 の 該 当 者

普通徴収フ リ ガ ナ ﾀｹﾀｼｵｵｱｻﾞｱｲｱｲ

5

合　　計

Ⅰ+Ⅱ

人
40

連 絡 者 の 所 属 課

係 名 、 氏 名

及 び 電 話 番 号

総務　課

35

Ⅱ

人

給 与 支 払 者 が

法 人 で あ る 場 合

の 代 表 者 の 氏 名

竹田　太郎
竹

田

市

へ

の

報

告

人

員

特別徴収

Ⅰ

人

受 給 者

総 人 員
50

人

フ リ ガ ナ ﾀｹﾀｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

事 業 種 目 製造業

給 与 支 払 者 の

氏 名 又 は 名 称
竹田市株式会社

2 3

(←右詰で記載)

竹田市長あて 　　年　　月　　日提出

給与支払者の

個人番号又は法人番号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

令和8年度（令和7年分）給与支払報告書（総括表）

種 別 指　定　番　号

下記枠内の事由により個人住民税の特別徴収がで

きない場合は「普通徴収理由内訳書」の提出をお

願いします。 

普通徴収理由内訳書の提出がない場合や普通徴

収理由がＡ～Ｅに該当しない場合は、原則として特

別徴収として取り扱いますのでご了承ください。 

 

個人事業主の方の場合は、 

事業主の方の個人番号を記載してくだ

さい。その際は左端の 1文字空けてく

ださい。 

事業所全体の従業員数（竹田市以外に

在住の従業員の方も含む）を記載してく

ださい。 

竹田市に給与支払報告書を提出する人

数を記入してください。 
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 eLTAX ホームページ 

 https://www.eltax.lta.go.jp/ 

詳しくは、eLTAX ホームページをご覧ください。 

８．ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）での受付について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与支払報告書・源泉徴収票の 

提出は        で！！！  

eLTAX を利用することで、給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票を一括して作成し、 

送信することができます。 

ｅＬＴＡＸの利用時間 

８：３０～２４：００ 

（土・日・祝日、年末年始 12/29～1/3 を除く)  

※休日のご利用日はホームページをご確認ください 

インターネットからの 

お問い合わせ 

eLTAX ホームページの「お問い合わせフォーム」

からお問い合わせください。 

電話によるお問い合わせ 

受付時間 9：00～17：00 

（土・日・祝日、年末年始 12/29～1/3 を除く。) 

0570-081459（ヘルプデスク） 

03-6745-0720 （上記の番号でつながらない場合） 


